
 
Grand Blue 2025 企画運営等業務委託仕様書 

 
１ 業務名称 
  Grand Blue 2025 企画運営等業務 
 
２ 目的 

KMAP※のフラッグシップエリア Castle Bay でビーチイベント「Grand Blue 2025」を開催

し、KMAP の周知及び Castle Bay の認知・交流人口の拡大を図る。 
※KMAP とは、唐津・玄海が誇る様々な自然を活用し、OPEN－AIR で楽しめるアウトドアア

クティビティを創出することにより、地域の魅力を高めて交流人口の拡大を図り地域の活性

化につなげることを目的とした事業。 
 
３ 業務概要 
（１）業務項目 

・Grand Blue 2025 の企画・管理・調整等業務 
・Grand Blue 2025 の運営業務 
・Grand Blue 2025 の情報発信業務 
・その他必要な業務 

（２）履行場所 
Castle Bay（佐賀県唐津市西浜町 890-9 地先（西ノ浜）） 

（３）履行期間 
契約締結の日から令和７（2025）年８月 29 日（金曜日）まで 
※Grand Blue 2025 開催日時 
令和７（2025）年７月 20 日（日）【不特定多数・予約不要】 
午前 10 時 00 分から午後 9 時 00 分まで ※予定 
（日程は関係団体等と調整の上、決定する。） 

（４）イベント概要 
    ステージパフォーマンス、各種アクティビティ（ヨガ、BIGSUP など）、キッチンカー、

会場装飾、フォトジェニックスポット、花火など 
    ※来場者は 4,000 人を想定。（うちアクティビティ体験者 200 人） 
 （５）メインターゲット 

    メインターゲットは、一般的にトレンドに敏感、自己投資に積極的、購買意欲が高いとさ

れる F1 層（20-34 歳女性）とする。ターゲットとするエリアは、佐賀県内及び福岡都市圏

とする。 
 
４ 業務内容 

（１）Grand Blue 2025 の企画・管理・調整等業務 
①イベントの企画・管理 
これまでになかった新しい唐津の景色を生み出し、これから先、数年の間で Castle Bay を

中心に人が集い、海辺を楽しむ空間が広がっていくことを想起させるイベントとするため、



アクティビティ体験に加え、音楽や映像などの演出により来場者が楽しめるような企画を行

うこと。 
海辺で過ごす→海辺で遊ぶ→スポーツを楽しむといったアクティビティの段階的ナビゲー

トを目指しており、今回のイベントでは、「海辺で過ごす」及び「海辺で遊ぶ」を感じること

が出来る企画・演出にすること。 
また、日没後までの開催となることから、演出にあたって必要な会場装飾（ライトアップ等）

を行うこと。 
 
※イベントの内容を来場者が#を付けて自身の SNS で発信（SNS 投稿件数：500 件）し、 

Castle Bay の認知・交流人口の拡大につながる企画にすること。 
例：#grandblue2025 #グランブルー2025 #castlebay #キャッスルベイ など 

※ターゲットの設定やイベントの企画にあたっては、昨年度開催した Grand Blue 2024 の 
アンケート集計（別紙）も参考にすること。 

     
■必須項目 
・映えることを意識した空間演出（日の入り後も楽しめる演出） 
・ステージパフォーマンスによる演出 
・音楽による演出 
・バーベキューの提供 
・キッチンカー等による飲食の提供（アルコールを含む） 

 映えるメニュー優先、県内事業者を含む 10～20 台（店）程度の出店を行うこと 
・SUP、シーカヤック、ハンザヨットなどの各種アクティビティの体験。ただし、日の入り前 

に終了。 
・打ち上げ花火（100 発程度） 
・その他、海に入らず砂浜で楽しめる企画（文字モニュメント、フォトジェニックスポット、 

映える演出など） 
     

※出演者等については、佐賀県が指定する者がいる場合はそれに従うこと（出演者への謝 

金・交通費等は委託費用に含み、支払いについても、受託者において行うこと）。 

 
②業務実施スケジュールの作成・管理 

・イベント当日までの業務実施スケジュールを作成するとともに定期的に（契約～開催日ま 
で月２回程度）打合せを行い、進捗を報告すること。 

・委託事業者は担当者を配置し、打合せは原則として２名以上の体制で参加すること。 
・円滑な進行のための準備、当日の運営方法の企画・管理を行うこと。 

③運営計画の作成・管理 
・天候不良の場合の対応（延長、中止、場所の変更等）を含む当日の運営計画を作成し、 

関係機関との調整、事前案内等を行うなどして、効率的かつ安全な対策を講じること。 
・海上保安部、消防署、土木事務所など申請・届出等が必要な場合は、速やかに手続きを 
 行うこと 



・ステージイベントや花火などを行うため、騒音や混雑が想定されることから、近隣住民や 
関係団体への説明や調整、連絡等を行いトラブルにならないよう適切に対応すること。 

・県と協議の上、適切な数の駐車場を確保すること。 
 

（２）Grand Blue 2025 の運営業務 
①リハーサル及び当日の運営 

・イベント当日の進行管理マニュアル（会場レイアウト図、交通誘導、警備計画等）等を 
作成すること。 

・イベント全体を通したリハーサルを行い、関係者全員にイベントの流れ等の把握など意思 

統一を行うこと。 
・進行管理、関係者管理、スタッフ管理、来場者管理等を入念に行うこと。 
・来場者への誘導をスムーズに行えるよう、会場案内図の設置、案内スタッフや警備員等を 

必要な数配置すること。 
・来場者がイベント概要、スケジュール、ＫＭＡＰ事業を理解できるような工夫を会場に行 

うこと。 
・イベントを進行する司会者等を配置すること。 
・イベントの実施に必要な物品、機材等の調達、運搬、管理を行うこと。 
・イベントが滞りなく実施、終了できるように適切な人員を準備し、配置すること。 
・来場者数をカウントし、イベント終了後に報告すること。 
・来場者にアンケートを実施し、次回イベントに向けたマーケティングを行うこと。ターゲ 

ット層を考慮し、紙媒体だけではなくＱＲコード等でも実施すること。 
・イベントに必要な音響・照明等を操作するスタッフを配置すること。 
・緊急時の体制（救急搬送、熱中症対策など）、対応マニュアルの作成及びスタッフ等、関 

わる者がしっかりと認識及び動けるように事前に講習等を行うこと。 
 

②会場の設営 
・受付場所や誘導看板等を工夫して制作・設置し、来場者がスムーズに移動できるようにす 

ること。 
・音響・照明・映像・舞台美術・その他演出に関わる装飾を行うこと。 
・日よけの設置など暑さ対策を行うこと。また、冷却グッズ（アイテム）の配布などの対策 

も行うこと。 
・トイレやシャワーなどイベントの運営に必要な対策を行うこと。 
・当日、スムーズにスタッフ間の意思疎通ができるような機材を手配すること。 

 
③撤去 

・設営した機材等は、イベント当日及び翌日に撤去すること。 

・砂浜及びその周辺の清掃作業は、イベント開催翌日及び翌々日に行い、原状復帰を行う 

こと。 

 
（３）Grand Blue 2025 の情報発信業務 



集客計画、スケジュール等の作成・管理 
・開催当日までのスケジュールを考慮し、集客に向けた広告媒体や広告種類、配信スケジュ 

ールなどを検討し、集客計画を作成すること。 
・イベント企画内容を紹介する LP（ランディングページ）を制作し、SNS 広告から誘導 

すること。 
・広告の種類は、メインターゲットに合わせた媒体とすること。 
・SNS 広告媒体は、インフルエンサーの発信力を活用するなど、時期と効果を総合的に勘案 

の上、２媒体以上を利用すること。 
 

（４）その他必要な業務 
その他、本仕様書にない事項については、その都度佐賀県と協議を行い、決定する。 

 

５ 想定スケジュール（予定） 

 ４月～４月中旬    企画・仕様の確定 

 ４月中旬～５月下旬  出演者・出店業者等の確定 

 ５月下旬～      広報 

 ７月 19 日（土）    設営 

 ７月 20 日（日）    本番・撤去 

 ７月 21 日（月・祝）  撤去・清掃 

 ７月 22 日（火）    撤去・清掃 

 

６ 委託料の支払い 

完了払 

 

７ 業務終了後の提出書類等 

（１）委託業務の実施結果を記載した「業務完了報告書」        １部 

  ※報告書には来場者のＳＮＳ投稿数、アンケート集計等を含む 

（２）紙媒体以外による実施の場合は、写真等履行状況が確認できるもの １部 

（３）その他実施内容の確認に必要とする資料             １部 

 

８ 業務遂行上の留意事項 
（１）委託業務の内容については、最終的に、佐賀県と受託者が協議し決定する。 
（２）本事業の実施に係る関係機関との調整や近隣対策等が必要な場合（申請・届出等

含む）は、受託者によりこれを行うこと。 
（３）施設の借用、設備・資機材の調達、会場の設営（運搬、組立、解体を含む。）及び

撤去並びに出演者の輸送手配及び謝金等の支払いは、特に指示のない限り受託者が

行うものとし、その費用はすべて契約金額に含めるものとする。 
（４）業務実施に係る水光熱費や清掃費、ごみ処理などは受託者が負担すること。 
（５）受託者はイベント保険に加入し、加入後は保険書類の写しをイベント前日までに

佐賀県に提出すること。 



（６）真にやむを得ない理由がある場合は、イベント等の開催の時期及び場所等につい

て変更する場合がある。その際は佐賀県と受託者との協議によって決定する。 
（７）受託者による会場の汚損及び損負傷または第三者への損害は、受託者が弁償また

は賠償する。 
（８）業務の遂行に当たり、第三者（佐賀県及び受託者以外の者）が所有する素材を用

いる場合には、著作権処理等を行うものとする。 
（９）受託者が制作したデータや写真、イラスト、動画、文章等の著作権（著作権法第

21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、佐賀県に帰属するものとする。

ただし、受託者が単に使用する場合には、佐賀県と協議するものとする。 
（１０）個人情報保護及び情報セキュリティに関し細心の注意が必要とされるため、受

託事業者へ以下の事項を義務付ける。 
(ｱ) 業務上知り得た個人情報の秘密保持を確保し、第三者への情報提供を禁止す

る。 
(ｲ) 受託業務目的以外の利用の禁止 
(ｳ) 受託業務目的以外の個人情報データの複写又は複製の禁止 
(ｴ) 業務従事者による個人情報保護の誓約 
(ｵ) 事故発生時の報告義務と報告手順の明確化 

（１1）委託業務完了後、すみやかに完了報告書等の関係書類、請求書を提出すること。 
（１２）会場内の支払いについて、キャッシュレス対応端末の導入を考えること。 
（１３）会場周辺の交通渋滞を緩和するための、歩くことや、公共交通機関の利用促進を図る

ための仕掛けを考えること。 
 


